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豊中市明るい選挙推進協議会       

令和５年度（２０２３年度）事業計画 
 

令和５年度（２０２３年度）における事業計画は次のとおりです。 

 

１．事業全般 

明るい選挙推進協議会の運営 

（１） 定時総会の開催 
委員全員で構成される総会は、この会の議決機関で、５月２６日（金）に豊中市立共生セン 

ターにて開催し、令和４年度（２０２２年度）事業報告の承認、令和５年度（２０２３年度） 

事業計画案の承認、施行細則改正案の承認及び規約改正案の承認を議決します。 

 

（２）役員会の開催 
役員会は、この会の執行機関で、総会議決の執行など会の運営にあたります。会長１名・副 

会長２名・事務局長１名を含む運営委員１３名の委員で構成され、随時開催します。  

また、役員会のメンバーで構成される各種委員会も適宜開催します。 

 

（３）出前授業「選挙のしくみ」の実施、明るい選挙標語の募集  

＜選挙活性化委員会＞ 
平成２８年６月に選挙権年齢が１８歳以上に拡大されたことを踏まえ、若者向け選挙啓発事 

業「選挙はじめまして」として、豊中市内の小・中学校、高等学校、支援学校、専門学校、短 

期大学、大学を対象に、出前授業「選挙のしくみ」を開催します。これらの事業は選挙管理委 

員会と協働で実施します。 

また、新たに若年層の選挙への関心を高め、投票行動に結びつくような選挙啓発標語を募集 

します。実施にあたっては、啓発部会（２）の明るい選挙啓発ポスターと合わせて募集します。 

 

（４）期日前投票への協力＜期日前推薦委員会＞ 
期日前投票所における投票管理者・投票立会人として委員・推進員を選挙管理委員会に推薦 

します。 

副会長を委員長とした期日前推薦委員会が担当します。 

 

（５）不在者投票指定施設への協力 
病院等の不在者投票指定施設で行われる投票に対して、外部立会人として委員を選挙管理委 

員会に推薦します。 

 

（６）成人式イベントへの参加 
成人式に合わせたイベントに参加し啓発活動を行います。 
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２．啓発部会 
この部会は、各校区を代表する委員及び啓発活動を推進する役割を担う推進員の協力によ 

り、校区における「明るい選挙啓発キャンペーン」など各種イベントへの参加による啓発活 

動及び「明るい選挙啓発ポスターコンクールへの参加」等についての企画・運営を行います。 

 

（１）明るい選挙啓発キャンペーンの実施、各種イベントでの啓発活動 

「きれいな選挙の実現」と「投票率の向上」を目指し、従来から実施している公民分館など 

が主催する文化祭等での啓発活動に加えて、平成２８年６月に選挙権年齢が１８歳以上に拡大 

されたことを踏まえ、引き続き若年層への選挙意識の向上を図るための啓発活動を行います。 

 この啓発活動を行う際には、当該校区の委員・推進員とともに近隣校区の委員・推進員に協 

力を求め、実施します。 

 実施にあたっては、時期や場所について選挙管理委員会と協議の上、決定します。 

 

（２）明るい選挙啓発ポスターコンクールへの参加 
公益財団法人明るい選挙推進協会・都道府県選挙管理委員会などが、全国の児童・生徒を対 

象に実施する「令和５年度（第７５回）明るい選挙啓発ポスターコンクール」について、啓発 

部会として選挙管理委員会と協働で参加します。 

 

①募集期間      令和５年５月～９月（予定） 

②ポスター展の開催  令和６年２月～３月 

           市役所第二庁舎１階ロビー 

           千里文化センター「コラボ」２階多目的スペース 
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３．広報部会 
この部会は、選挙啓発広報誌『白ばら とよなか』及び会員向け情報紙『とよなか明推協だよ 

り』の編集・発行を担当します。 

 

（１）選挙啓発広報誌『白ばら とよなか』No.４０の発行 
豊中市選挙管理委員会との共同発行である選挙啓発広報誌『白ばら とよなか』は、市民・有 

権者の理解を深めて、投票率の向上や明るい選挙推進運動の普及・定着を図るとともに、選挙結 

果のお知らせや予定される選挙日程の告知等、重要な役割を担っています。 

   

体  裁   Ａ４判 ８ページ２色刷（表紙と裏表紙のみフルカラー） 

発 行 月   令和６年（２０２４年）２月 

発行部数   １０，０００部 

配 布 先   自治会、市施設、市議会議員、当協議会の委員及び推進員、選挙管理委員会 

委員及び補充員、小・中学校及び高等学校等 

 

（２）会員向け情報紙『とよなか明推協だより』の発行 

会員向け情報紙『とよなか明推協だより』を発行します。 

 総会や研修内容等を会員に知らせ、相互理解を深めます。 

 

体  裁   Ａ４判 ２ページ（両面）モノクロ印刷 

発行回数   １回 

発行部数   ２２０部 

配 布 先   市議会議員、当協議会の委員及び推進員、選挙管理委員会委員及び補充員 
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４．組織部会               

この部会は、委員・推進員の確保及び適正配置のほか、定時総会の開催・運営及び組織内研 

修会の企画・運営を行います。 

 

（１）委員・推進員の配置 
全ての小学校区に委員及び推進員が配置されるよう努めます。 

各校区の皆様のご協力をお願いします。 

・委 員：この会の運営にあたるとともに、専門部会、委員会等に分かれて活動します。 

・推進員：委員と協力し、校区における啓発活動を担います。 

 

（２）市議会本会議の傍聴 
市議会議員の活動に理解を深めるため、委員及び推進員が本会議を傍聴します。傍聴時期に 

ついては、９月、１２月及び令和６年３月の本会議での実施を予定しています。 

 

（３）「明るい選挙推進協議会研修会」の開催 
委員及び推進員の明るい選挙に対する意識の高揚を図り、意見交換と研修の場をもつことに 

より、明るい選挙の推進を目指します。 

テーマは未定です（過去の例：委員・推進員の役割、期日前投票所における投票管理者・投 

票立会人の役割）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


